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１ 動物の適正飼養の啓発と徹底 
施策1    適正飼養・終生飼養に係る普及啓発の強化 
施策2    犬の適正飼養の徹底 
施策3    地域の飼い主のいない猫対策の拡充 
施策4    多頭飼育に起因する問題への対応 
施策5    動物の遺棄・虐待防止に関する対策 
施策6    適正飼養の普及啓発に係る動物愛護推進員等の人材育成 
施策7    小中学校等の教育現場での動物愛護管理の普及啓発活動への 
     支援 

適正飼養 

 
 
２ 事業者等による動物の適正な取扱いの 
推進 
施策8     動物取扱業の監視強化 
施策9     動物取扱業の指導事項等の拡大への対応 
施策10  特定動物飼養許可及び適正飼養の徹底 
施策11  産業動物及び実験動物の適正な取扱いへの対応 

動物取扱業等 

 
 
３ 動物の致死処分数の更なる減少を目指した 
取組の推進 
施策12  譲渡拡大のための仕組みづくり 
施策13  取扱動物の適正な飼養管理の確保 

致死処分減少 

 
 
４ 災害対策をはじめとする危機管理への 
的確な対応 
施策14  動物由来感染症への対応強化 
施策15  災害時の動物救護体制の充実 

危機管理 

 致死処分減少の取組は2番目に 

 飼い主のいない猫対策は、致死処分減少の取組
の枠組へ 

※具体的施策は例示 
●法改正等の動きを注視 

見直し（案） 
・現行の施策がどの枠に入るかを示している。 

・法令や基本指針等の改正内容の反映は別途検討する。   
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危機管理 

１ 動物の適正飼養の啓発と徹底 
現行施策1    適正飼養・終生飼養に係る普及啓発の強化 
現行施策2    犬の適正飼養の徹底 
現行施策4    多頭飼育に起因する問題への対応 
現行施策5    動物の遺棄・虐待防止に関する対策 
現行施策6    適正飼養の普及啓発に係る動物愛護推進員等の人材育成 
現行施策7    小中学校等の教育現場での動物愛護管理の普及啓発活動 
        への支援 

２ 動物の致死処分数の更なる減少を目指した 
取組の推進 
現行施策3    地域の飼い主のいない猫対策の拡充 
現行施策12  譲渡拡大のための仕組みづくり 
現行施策13  取扱動物の適正な飼養管理の確保 

３ 事業者等による動物の適正な取扱いの 
推進 
現行施策8     動物取扱業の監視強化 
現行施策9     動物取扱業の指導事項等の拡大への対応 
現行施策10  特定動物飼養許可及び適正飼養の徹底 
現行施策11  産業動物及び実験動物の適正な取扱いへの対応 

４ 災害対策をはじめとする危機管理への 
的確な対応 
現行施策14  動物由来感染症への対応強化 
現行施策15  災害時の動物救護体制の充実 


